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下水道が使えるようになるまで
下水道工事への皆さんのご理解とご協力をお願いします
　下水道工事に伴い、騒音・振動の発生や交通規制など、皆さんにご不便やご迷惑をお掛けしますが、快適な生活の実現のた
めにご協力をお願いします。

下水道が整備されたら必ず接続工事を
　下水道が整備されたら、建築物の所有者または使用者はすみやかに下水道接続工事を行ってください。
　また、家を新築する場合も、下水道への接続が義務付けられています。

　トイレだけではなく、台所・風呂場・足洗い場などから出るすべ
ての汚水を下水道へ接続し、使用しなくなったくみ取り便所・浄
化槽は原則として撤去しなければなりません。

事業概要の説明
　工事を行う地域の皆さんへ説明会の開催や、市ウェブサイトへの資料掲載により、下水道の仕
組みや工事の内容、受益者負担金（分担金）制度などについてお知らせします。

下水道工事の実施
　工事期間中は、う回路を確保するなど、できるだけ地域の皆さんにご迷惑を
お掛けしないように努めます。

公共汚水ますの設置
　家庭からの汚水を下水道本管に接続するための公共汚水ますを民地内に設置します。詳しくは、
工事が始まり次第、施工業者が説明に伺います。

排水設備工事のお願い
　宅内の排水設備工事は、皆さんの責任で実施をお願いします。

処理区域の公示
　公共下水道が供用開始になりましたら、その区域と開始日をお知らせします。

公共汚水ますの使用開始
　工事が完了しましたら、上下水道局から「公共汚水ますの使用開始通知」を送ります
ので、すみやかに接続をお願いします。

事業説明

工　 事

工事完了

排水設備工事

すべての汚水を下水道へ

　浄化槽をお使いの場合は、遅滞なく下水道へ接続しなければ
なりません。

浄化槽は廃止して下水道へ

　くみ取り便所をお使いの場合は、３年以内に下水道に接続し、
水洗便所に改造しなければなりません。

くみ取り便所は水洗便所にして下水道へ

　汚水の排水設備だけではなく、雨水の排水設備も設置しなけ
ればなりません。
　また、雨水は下水道本管（合流地区を除く）へ絶対に流さない
でください。

くまっち
下水処理で汚れを分解する微生物の一つである
「クマムシ」をモチーフにした郡山市下水道キャ
ラクター

雨水は道路側溝などへ流してください

下水道が整備されたら、  年以内に水洗トイレに改造しましょう！

排水設備工事は上下水道局が指定した「下水道工事指定店」で
　水洗化などの排水設備工事は、一定の技術水準で
正しく行われないと、詰まりなど故障の原因となり、
利用者の生活に支障をきたし、公共下水道の機能に
悪影響を与えます。
　このため上下水道局では、工事に必要な専門的知
識と技術を持った技術者を登録し、その技術者のい
る工事店を「下水道工事指定店」に指定しています。
また、指定店以外では排水設備などの工事を行って
はならないこととしています。
　なお、工事を行うにあたり、必要な図面の作成と上
下水道局への書類提出は、申請人に代わり指定店が
行います。

排水設備（水洗化）工事の進め方
営業課 ☎024-932-7666問

WEB

●指定店に工事を依頼してください。
●融資あっせん制度を利用される場合
は、同時に申し込んでください。

※融資あっせん制度（関連10ページ）が
ありますので、下水道工事指定店にご
相談ください。

※下水道工事指定店一覧は市ウェブサイ
トでご覧いただけます。

接続工事の流れ

工事依頼

●工事内容が施工基準に適合してい
るか、上下水道局の審査・確認を受
けて着工となります。

工事着工

●公共汚水ますへ接続したら、下水道
使用開始となります。

公共汚水ます
接続

●工事完了後、上下水道局の完了検
査を受けてください。工事完了

　下水道本管は、原則として公道内に布設しますが、下記の要件を備えた私道にも、申請に基づき上下水道局の費用で下水道本
管を布設します。布設完了後、提出書類である「公共下水道接続予定者名簿」に記載された接続予定者は、すみやかに公共下水道
に接続していただきます。

下水道整備課 ☎024-932-7672問

①通行ができる私道であること。
②私道が公道に接続し、布設されている公共下水道に接続が可能なこと。
　※公共下水道が整備中の場合はご相談ください。

③私道が宅地などと分筆されていること。
④私道の幅員が1.5m以上であること。
⑤私道に布設する下水道管を利用する家屋（個々に生計が独立し、水道メーターが
独立して設置してあること。）が２戸以上あり、布設完了後すみやかに公共下水道
へ接続すること。
⑥私道の所有者などが公共下水道布設工事を承諾し、工事後も施設の維持管理に
支障をきたさないこと。
⑦私道の所有権などの譲渡の際は要件⑥を条件とし、違反した場合は、その賠償責
任を負うこと。

※原則、私道に接続し、公共下水道に未接続の家屋全戸での申請をお願いします。また、工事着手時期は
明確になり次第、申請者代表へ連絡します。

Ａ～Ｅが対象となります。Ａ・Ｄについては、
公道側または私道側のどちらか一方にのみ
公共汚水ますを設置します。

公共下水道
上下水道局が布設する私道部分
公共汚水ます
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私道への下水道本管布設


